
児、児童又は未成年の生徒については学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１６条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就

学に要する経費を負担する者をいう。）をいう。 

 （学校給食費の徴収等） 

第３条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。  

２ 学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額並びに納付の方法及び期限

は、規則で定める。 

 （学校給食費の減免） 

第４条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費負担者が負担

すべき学校給食費を減額し、又は免除することができる。 

 （委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 川崎市立学校において、学校給食法第４条及び特別支援学校の幼稚部及び高

等部における学校給食に関する法律第３条の規定に基づき実施する学校給食に

係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定するも

のである。 

議案第２６号 

包括外部監査契約の締結について 

包括外部監査契約を次のとおり締結する。 

令和２年 ２ 月１７日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

１ 契約の目的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期  令和２年４月１日 

３ 契約の金額  １８，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 氏名 小林 篤史 

  資格 公認会計士 

参考資料 

提 案 要 旨 

地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により、包括外部監査契約を締結

する必要があるため提出する。 

議案第２６号


